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この情報は、介護保険に関する長野市からのお知らせ・お願いなどを掲載しています。 
 

※【別紙】につきましては、長野市ホームページからご覧ください。 
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介 護 保 険 課 

長野市ホームページでもご覧いただけます。 
長野市トップページ＞ＭＥＮＵ＞健康・医療・福祉＞ 

高齢者福祉・介護＞介護保険＞長野市介護保険フレッシュ情報 
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要介護認定「更新」申請の「事前預かり」の開始について 

 

 

令和８年５月１日受付開始の更新申請より、申請者の利便性向上及び月初の受付窓口混雑緩

和の観点から、受付開始日を「含む」５開庁日前までの間に限り「事前預かり」を開始します。

（例：５月１日受付開始分の事前預かりは４月 24 日から可能です。） 

なお、認定有効期間の開始日に係るトラブル防止の観点から、今回の変更は「更新申請」に

限ることとしますので、ご留意ください。 

また、長野市から毎月末に認定有効期限 60 日前到達予定の方を対象として、更新勧奨通知

を発送しております。記入誤り防止、機械による読み取り精度向上の観点から、あらかじめ情

報の記載がある同封の申請用紙の利用にご協力をお願いいたします。 

 

併せて、３月 23 日発出のフレッシュ情報でもお知らせしましたとおり、令和８年４月１日

から将来的な「介護情報基盤」の運用を見据えた申請様式の変更を行っております。４月発出

分の更新勧奨（６月末認定有効期限分）から新様式に切り替え、当初のお知らせどおり６月以

降は新様式による受付のみとしますので、ご留意ください。 

 

問い合わせ先：長野市介護保険課認定担当 

 ＴＥＬ：０２６－２２４－７８９１ 

 
 

令和８年５月開催 介護予防教室・介護者教室について 

 

 

令和８年５月の介護予防教室・介護者教室の開催予定はありません。 

 

            問い合わせ先：長野市中部地域包括支援センター 

      ＴＥＬ：０２６－２２４－７１７４ 

 

 
【リマインド】令和８年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の提出に

ついて（通知） 

 

 

先日、電子メールにて【別紙１-１】、【別紙１-２】のとおりお知らせした令和８年度介護職

員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の提出について、令和８年４月15日（水）に締め切り

を迎えました。未提出の事業所におかれましては、早急にご対応をお願いいたします。 

ただし、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援のみで処遇改善

加算の算定を行う事業所については、締め切りを令和８年６月15日（月）としておりますの

で、ご注意ください。 

よろしくお願いいたします。 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４ 
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長野県介護・障がい福祉生産性向上総合相談センターを開設しています 

 
 

長野県からお知らせです。 

「ICT、介護ロボットを導入したものの、活用できておらず困っている」「生産性向上に取り組

みたいけど、何から手を付けよう」「人材確保・定着に向けて取り組みたいけど、何を始めたら

いいか分からない」このような介護現場等の生産性向上に関する様々なお悩みや相談にワンス

トップで対応する相談窓口「長野県介護・障がい福祉生産性向上総合相談センター」を開設し

ています。 

 長野県内の介護サービス事業所等がご利用いただけます。相談費用は無料ですので、ぜひお

気軽にご相談ください。 

 

【概要】 

○名称：長野県介護・障がい福祉生産性向上総合相談センター 

○所在地：長野市南県町 1082 ND 南県町ビル５階  

（公益財団法人介護労働安定センター長野支部内） 

○開所日時：月曜日から金曜日までの午前８時 30 分から午後５時まで 

      土曜、日曜、祝日及び年末年始（12 月 29 日から翌年１月３日まで）は閉所日 

○支援内容 

（１）業務改善やテクノロジー活用に関する相談対応 

   生産性向上に関する様々な相談を受け付けます。場合によっては、専門機関やアド 

  バイザーへの取次を行います。 

（２）介護ロボット等の試用貸出 

   試用貸出期間を 2 週間から１ヶ月とし、介護ロボット等の機器の試用貸出や試用貸 

出企業への取次を行います。詳細は、【別紙２】のチラシをご確認ください。 

（３）生産性向上の取組の普及を目的とした研修会の開催 

   生産性向上の取組手法等の研修会を開催予定です。 

（４）業務改善やテクノロジー導入等に係る専門家派遣 

   生産性向上に向けた業務内容の見直しやテクノロジー導入等に係る専門家を派遣す 

る伴走支援を実施します。  

（５）生産性向上関連情報の収集、発信 

   生産性向上関連情報をセンターホームページへ掲載予定です。 

   また、好事例などをまとめたリーフレットも掲載予定です。 

○運営委託先    公益財団法人介護労働安定センター長野支部 

○ホームページ    https://www.kaigo-center.or.jp/shibu/nagano/ 

 

詳細は【別紙３】およびホームページをご確認ください。 
 

問い合わせ先：公益財団法人介護労働安定センター長野支部 
ＴＥＬ：０２６-２３２-０８９８  
ＦＡＸ：０２６-２３２-０９０６ 
Ｅメール：nagano@kaigo-center.or.jp 

 

 
 

 

https://www.kaigo-center.or.jp/shibu/nagano/
mailto:nagano@kaigo-center.or.jp
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介護保険関連施設の整備希望者募集（第９期計画・第四次募集）について  
 
 
「あんしんいきいきプラン２１」（第 10 次長野市高齢者福祉計画・第９期長野市介護保険事

業計画）に基づき、当計画に定める介護保険サービスを提供する施設等の整備を計画的に実施

するため、介護保険関連施設の整備希望者募集（第９期計画・第四次募集）をしております。

詳しくは長野市ホームページをご確認ください。 

なお、募集予定の介護保険サービスは次のとおりです。 

・認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム) 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特別養護老人ホーム) 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・小規模多機能型居宅介護 

・看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

 

 ※長野市ホームページ掲載場所 

「長野市トップページ MENU」 → 「健康・医療・福祉」 →  

「高齢者福祉・介護」→ 「介護保険に関する事業者向け情報」 →  

「介護保険関連施設の整備希望者募集（第９期計画・第四次募集）」 

      

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４ 

 

 

熱中症予防の普及啓発・注意喚起について 

 
 

長野県介護支援課から、標記について周知依頼がありました。つきましては、【別紙４】の

ポスター及び【別紙５】のリーフレット等をご活用いただき、熱中症対策にご配慮いただき

ますようお願いいたします。 

 

 （参考）厚生労働省ホームページ熱中症関連情報  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/ 

 

問い合わせ先：長野県健康福祉部 介護支援課 施設係 

ＴＥＬ：０２６－２３５－７１１３ 

 

 

令和８年度生活知識講座のご案内 

 

 

 長野市消費生活センターにて、令和８年度生活知識講座「高齢者の消費者トラブルを未然防

止するために」を開催します。講座内容や申込方法はチラシ【別紙６】をご覧ください。 

 

問い合わせ先：長野市消費生活センター 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５７７７ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/
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【要介護・要支援認定者状況】 （令和 8 年 3 月末日現在 地区別認定者数：21,323 人） 

地 区 名 
要支援

１ 

要支援

２ 

要介護

１ 

要介護

２ 

要介護

３ 

要介護

４ 

要介護

５ 
合 計 

第１地区 52 59 103 36 41 45 22 358 

第２地区 107 110 202 92 86 107 51 755 

第３地区 85 97 136 63 45 76 34 536 

第４地区 33 29 49 26 24 29 15 205 

第５地区 32 31 70 26 19 39 10 227 

芹田地区 202 177 302 144 134 165 79 1,203 

古牧地区 127 119 281 141 138 151 73 1,030 

三輪地区 166 158 301 135 99 113 75 1,047 

吉田地区 151 141 264 101 90 99 77 923 

古里地区 116 87 190 92 63 107 53 708 

柳原地区 75 39 99 56 37 42 25 373 

浅川地区 51 74 115 69 46 71 37 463 

大豆島地区 67 58 149 74 54 68 51 521 

朝陽地区 99 103 207 95 85 112 67 768 

若槻地区 180 186 351 125 125 179 100 1,246 

長沼地区 23 15 35 15 16 18 14 136 

安茂里地区 195 198 341 133 127 170 84 1,248 

小田切地区 12 17 31 9 10 11 12 102 

芋井地区 36 10 38 16 26 21 10 157 

篠ノ井地区 392 318 598 238 220 343 186 2,295 

松代地区 190 160 312 140 115 187 96 1,200 

若穂地区 125 90 176 88 66 96 51 692 

川中島地区 208 171 316 184 131 201 94 1,305 

更北地区 278 219 437 201 156 210 134 1,635 

七二会地区 17 24 40 25 6 17 10 139 

信更地区 31 22 43 24 28 24 11 183 

豊野地区 118 57 165 88 56 93 42 619 

戸隠地区 37 13 63 33 35 60 25 266 

鬼無里地区 24 11 53 19 13 14 16 150 

大岡地区 37 5 27 11 9 12 3 104 

信州新町地

区 
88 25 89 32 45 64 40 383 

中条地区 45 7 61 14 28 23 6 184 

市 外 20 8 43 19 23 33 16 162 

合計 

(現存者) 
3,419 2,838 5,687 2,564 2,196 3,000 1,619 21,323 
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介護保険最新情報について  

 

 

厚生労働省老健局から以下のとおり介護保険最新情報が出ております。  
 厚生労働省等のホームページで確認の上、ご対応をお願いします。 

 

【介護保険最新情報 Vol.1492】 

「介護保険法施行令第 37 条の 13 第５項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第５号の規

定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について」及び「令和６年度以降における地域支

援事業交付金に係る介護保険法施行令第 37 条の 13 第５項の厚生労働大臣が認める額の取扱い

について」の一部改正について 

 

【介護保険最新情報 Vol.1493】 

令和 8 年１０月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公

表について（新商品に係る分） 

 

【介護保険最新情報 Vol.1494】 

介護施設・事業所等における災害時情報共有システムに係る平時における物資の備蓄状況等報

告機能の追加について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後も必要に応じ、「長野市介護保険フレッシュ情報」を作成し、居宅介護
支援事業者・居宅サービス事業者・介護保険施設の皆さんに必要情報をお知
らせしていく予定です。 

業務を行うに当たり、ご不明な点などがありましたら、介護保険課まで電
話またはＦＡＸ、Ｅメールでお気軽にお問い合わせください。 
 

《 問い合わせ先 》長野市保健福祉部 介護保険課 給付担当 
電    話： 026-224-7871（直通）/ Ｆ  Ａ  Ｘ： 026-224-8694 
Ｅメール： kaigo@city.nagano.lg.jp 

mailto:kaigo@city.nagano.lg.jp

